
マイナ保険証を利用した受診ができないとき

資格情報のお知らせ、資格確認書の交付申請

資格情報のお知らせの再交付が必要なとき
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マイナンバーカードを所持していない、マイナ保険証の利用登録をしていない、
家族や介助等が同行して資格確認を補助する必要がある場合は、「資格確認書
交付申請書」を提出し、交付を受けます。

健康保険の資格の取得時に交付を受けた、資格情報のお知らせをなくした（破損した）、氏名変更等で新たな資格情
報のお知らせが必要な場合は、「資格情報のお知らせ交付申請書」を提出し、交付を受けます。

マイナ保険証を利用できない場合は？

資格情報のお知らせの再交付が必要な場合は？

負傷原因届の記載例は『健康保険制度・申請書の書き方』8ページ参照

負傷（ケガ）がもとで給付の申請をするとき

負傷原因届

負傷（ケガ）により各種給付の申請をする際には、「負傷原因届」を提出します。疾病・負傷（ケ
ガ）が第三者の行為によるものであるときは、併せて「第三者行為による傷病届」の提出が
必要です。（P.48参照）
※ 仕事中（業務災害）や通勤途中の事故が原因となって起きた病気やケガについては、健康保険の給付対象となりません。

負傷 (ケガ）したときに給付を受けるには？

負傷（ケガ）により、次の支給申請をするときに、「負傷原因届」が必要です。
　　⃝ 移送費　⃝ 海外療養費　

※ただし、上記以外の申請であっても、法人の役員が仕事中（通勤途中）に負傷し、健康保険からの給付が行われる際は添付が
必要となる場合がありますので、詳細は協会けんぽへご相談ください。

第 4 章　 健康保険の給付金等について
保 扶 事

保 扶 事

資格情報のお知らせ交付申請書の記載例は『健康保険制度・申請書の書き方』3 ページ参照

資格確認書交付申請書の記載例は『健康保険制度・申請書の書き方』3 ページ参照
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